
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 

（平成十一年厚生省令第三十七号） 

 

第二章 訪問介護 

第五節 共生型居宅サービスに関する基準 

（共生型訪問介護の基準） 

第三十九条の二 訪問介護に係る共生型居宅サービス（以下この条及び次条において「共生型訪問介護」とい

う。）の事業を行う指定居宅介護事業者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第百七十

一号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。）第五条第一項に規定する指定居宅介護事業者をいう。）

及び重度訪問介護（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二

十三号。以下この条及び第百四十条の十四において「障害者総合支援法」という。）第五条第三項に規定する

重度訪問介護をいう。第一号において同じ。）に係る指定障害福祉サービス（障害者総合支援法第二十九条第

一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。第一号において同じ。）の事業を行う者が当該事業に関して満

たすべき基準は、次のとおりとする。 

一 指定居宅介護事業所（指定障害福祉サービス等基準第五条第一項に規定する指定居宅介護事業所をい

う。）又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所（以下この号

において「指定居宅介護事業所等」という。）の従業者の員数が、当該指定居宅介護事業所等が提供する指

定居宅介護（指定障害福祉サービス等基準第四条第一項に規定する指定居宅介護をいう。）又は重度訪問介

護（以下この号において「指定居宅介護等」という。）の利用者の数を指定居宅介護等の利用者及び共生型

訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定居宅介護事業所等として必要とされる

数以上であること。 

二 共生型訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定訪問介護事業所その他の関係施

設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第三十九条の三 第四条、第五条（第一項を除く。）及び第六条並びに前節の規定は、共生型訪問介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第五条第二項中「利用者（」とあるのは「利用者（共生型訪問介護の

利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの利用者をいい、」と、「指定訪問介

護又は」とあるのは「共生型訪問介護及び指定居宅介護若しくは重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス

又は」と読み替えるものとする。 

 

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について 

（平成11 年９月17 日老企第 25 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

 

第３ 介護サービス 

一 訪問介護 

４ 共生型訪問介護に関する基準 

共生型訪問介護は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福

祉サービス等基準」という。）第５条第１項に規定する指定居宅介護事業者又は重度訪問介護（障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第123 号。以下「障害者総合支援法」）と

いう。第５条第３項に規定する重度訪問介護をいう。）に係る指定障害福祉サービス（同法第 29 条第２項に

規定する指定障害福祉サービスをいう。）の事業を行う者が、要介護者に対して提供する指定訪問介護をいう

ものであり、共生型訪問介護事業所が満たすべき基準は、次のとおりであること。 

（１） 従業者（ホームヘルパー）、サービス提供責任者の員数及び管理者（居宅基準第 39 条の２第１号、

第39 条の３） 

① 従業者（ホームヘルパー） 

指定居宅介護事業所又は指定重度訪問介護事業所（以下この４において「指定居宅介護事業所等」



という。）の従業者の員数が、共生型訪問介護を受ける利用者（要介護者）の数を含めて当該指定居宅

介護事業所等の利用者の数とした場合に、当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であ

ること。 

② サービス提供責任者 

共生型訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、指定居宅介護事業所等における指

定居宅介護又は指定重度訪問介護の利用者（障害者及び障害児）及び共生型訪問介護の利用者（要介

護者）の合計数が、40 又はその端数を増すごとに１人以上とする。この場合において、サービス提供

責任者の資格要件については、指定居宅介護事業所等のサービス提供責任者であれば、共生型訪問介

護事業所のサービス提供責任者の資格要件を満たすものとする。 

なお、共生型訪問介護事業所のサービス提供責任者と指定居宅介護事業所等のサービス提供責任者

を兼務することは差し支えないこと。 

③ 管理者 

指定訪問介護の場合と同趣旨であるため、第３の一の１の（３）を参照されたいこと。なお、共生

型訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護事業所等の管理者を兼務することは差し支えないこと。 

（２） 設備に関する基準 

指定居宅介護事業所等として満たすべき設備基準を満たしていれば足りるものであること。 

（３） 指定訪問介護事業所その他の関係施設から、指定居宅介護事業所等が要介護高齢者の支援を行う上

で、必要な技術的支援を受けていること。（居宅基準第 39 条の２第２号） 

（４） 運営等に関する基準（居宅基準第 39 条の３） 

居宅基準第39 条の３の規定により、居宅基準第４条及び第２章第４節の規定は、共生型訪問介護の事

業について準用されるものであるため、第３の一の３を参照されたいこと。 

（５） その他の共生型サービスについて 

高齢者と障害者・障害児に一体的にサービス提供するものであって、 

・ デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイについて、障害福祉制度と介護保険制度の両

方の基準を満たして両方の指定を受けているもの 

・ 法令上、共生型サービスの対象とされているデイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ

以外のサービス（例えば、障害福祉制度の共同生活援助と介護保険制度の認知症対応型共同生活介護）

について、障害福祉制度と介護保険制度の両方の指定を受けているもの 

・ 障害福祉制度の基準を満たして指定を受け、かつ、介護保険制度の基準該当サービスを活用している

ものについても「共生型サービス」であり、地域共生社会の実現に向け、これらの推進も図られること

が望ましいこと。なお、共生型サービスは、各事業所の選択肢の一つであり、地域の高齢者や、障害者・

障害児のニーズを踏まえて、各事業所は指定を受けるどうか判断することとなる。 

 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

（平成十二年厚生省告示第十九号） 

 

別表 

指定居宅サービス介護給付費単位数表 

１ 訪問介護費 

注 10 共生型居宅サービス（指定居宅サービス基準第２条第７号に規定する共生型居宅サービスをいう。以

下同じ。）の事業を行う指定居宅介護事業者（指定障害福祉サービス等基準第５条第１項に規定する指定

居宅介護事業者をいう。）が当該事業を行う事業所（以下この注において「共生型居宅サービスを行う指

定居宅介護事業所」という。）において、居宅介護従業者基準第１条第４号、第９号、第 14号又は第 19

号から第 22号までに規定する者が共生型訪問介護（指定居宅サービス基準第 39条の２に規定する共生

型訪問介護をいう。以下この注において同じ。）を行った場合は、１回につき所定単位数の 100 分の 70

に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービスを行う指定居宅介護事業所において、居宅介護従業者

基準第１条第５号、第 10号又は第 15号に規定する者が共生型訪問介護を行った場合は、１回につき所

定単位数の100分の93に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービスの事業を行う重度訪問介護に係



る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所において共生型訪問介護を行った場合

は、１回につき所定単位数の 100分の93に相当する単位数を算定する。 

 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具

貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項

について             （平成12 年３月１日老企第 36 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

 

第２ 

２ 訪問介護費 

（14） 共生型訪問介護の所定単位数等の取扱い 

① 障害福祉制度の指定居宅介護事業所が、要介護高齢者に対し訪問介護を提供する場合 

イ 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧訪問

介護員１級課程又は旧２級課程修了者及び居宅介護職員初任者研修課程修了者（相当する研修課程修

了者を含む。） が訪問介護を提供する場合は、所定単位数を算定すること。 

ロ 障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者（相当する研修課程修了者を含む。なお、介護保険法施

行規則の一部を改正する省令（平成 24 年厚生労働省令第 25 号）による改正前の介護保険法施行規則

（平成 11 年厚生省令第 36 号）第 22 条の 23 第１項に規定する３級課程修了者については、相当す

る研修課程修了者に含むものとする。）、実務経験を有する者（平成 18 年３月31 日において身体障害

者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業又は児童居宅介護等事業に従事した経験を有する者で

あって、都道府県知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたものをい

う。）及び廃止前の視覚障害者外出介護従業者養成研修、全身性障害者外出介護従業者養成研修又は知

的障害者外出介護従業者養成研修課程修了者（これらの研修課程に相当するものとして都道府県知事

が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書

の交付を受けた者（以下「旧外出介護研修修了者」という。）を含む。）が訪問介護（旧外出介護研修

修了者については、通院・外出介助（通院等乗降介助を含む。）に限る。）を提供する場合は、所定単

位数の100 分の70 に相当する単位数を算定すること。 

ハ 重度訪問介護従業者養成研修課程修了者（相当する研修課程修了者を含む。）が訪問介護を提供する

場合（早朝・深夜帯や年末年始などにおいて、一時的に人材確保の観点から市町村がやむを得ないと

認める場合に限る。）は、所定単位数の 100 分の93 に相当する単位数を算定すること。 

② 障害福祉制度の指定重度訪問介護事業所が、要介護高齢者に対し訪問介護を提供する場合は、所定単

位数の100 分の93 に相当する単位数を算定すること。 

③ 障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者及び重度訪問介護従業者養成研修課程修了者等による共生 

型訪問介護の取扱い 

①イ以外の者については、65 歳に達した日の前日において、これらの研修課程修了者が勤務する指定

居宅介護事業所又は指定重度訪問介護事業所において、指定居宅介護又は指定重度訪問介護を利用して

いた高齢障害者に対してのみ、サービスを提供できることとする。すなわち、新規の要介護高齢者への

サービス提供はできないこと。 

 

 


